
港区産業振興センターとは

港区立産業振興センターは、「企業・人・地域の力」を一つに結び付け、最新の 情報や技術を提供する「未
来発展型の産業振興拠点」となる施設として、 令和４年４月１日に開設しました。
港区立産業振興センターの運営については指定管理者制度を取っており、共同体である「みなと・キャンパ

ス・リログループ」が指定管理者として運営しています。
【港区立産業振興センターホームページ】 https://minato sansin.com/

港区立産業振興センター内には、起業家やスタートアップ等が活動可能なコワーキングスペース、フルカ
ラー3Dプリンタ等を設置しており、デザイナー・クリエイター等が機器を利用可能なビジネスサポートファク
トリー、中小企業等が利用可能な貸出施設等を設置しています。



産業振興センター内の展示スペース

港区立産業振興センターの９階には、以下のような展示スペースを設けています。
９階はコワーキングスペースやビジネスサポートファクトリーがあるほか、センターの受付もあることから、

毎日多くの人が展示スペースの付近を通っています。

１区画の大きさ
幅：850mm 高：720mm（上部約345mm、下部約350mm）

奥：335mm ※30mmピッチで上下5段階可変



展示物の募集【テーマ：食×ＳＤＧｓ】

【連携自治体の生産者、事業者】×【港区の事業者】のマッチングを目的として、産業振興センター９階の展
示スペースへ展示していただける自治体を募集します！

◆ テーマ
食×ＳＤＧｓ～アップサイクル食品～
※アップサイクルとは、本来廃棄される予定の製品に新たな付加価値をつけて再生すること。

◆ 展示内容
各自治体から提供いただいた、以下の２点を展示します。
①各自治体で製造されているアップサイクル食品のうち、常温で３か月以上展示可能、
かつ９階の展示スペースに収まるサイズの食品

② 自治体・商品紹介ポスター（Ａ４程度）  ※１区画内に①②が収まるサイズとしてください。

◆ 出展料
無料

◆ 展示期間
令和８年５～６月（予定）

◆ 留意事項
・展示は産業振興センターが行います。展示物の手配に係る費用及び郵送料は、出店自治体の負担となります。
・展示物の販売はありません。また、展示した商品は、後日返送させていただく予定です（返送に係る費用は自治体負担（着払い））。
・応募自治体数によっては、展示内容を調整させていただく場合があります。



展示物の募集【テーマ：食×ＳＤＧｓ】 ※展示物例

アップサイクル製品の例 自治体・食品紹介ポスターの例

自治体紹介文

写真

写真

商品紹介文（商品の特徴、開発
の経緯、現在の課題、港区の事業

者に伝えたいことなど）

写真

商品
ECサイト
二次元
コード等

食べられなくなった米を使った紙素材

規格外のいちごを使ったチョコレート菓子

野菜の芯を使ったスナック


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4

